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外
国
人
材
の
適
正
活
用

外
国
人
材
の
適
正
活
用

是
正
措
置
の
強
化

是
正
措
置
の
強
化

外
国
人
材
の
雇
用
・
活
用
ル
ー
ル
の
遵
守

　
事
業
の
国
際
化
に
伴
い
、
外
国
人
の
持
つ
各
固
有
の

文
化
背
景
に
よ
る
感
性
や
言
語
能
力
を
活
用
し
た
い
、

個
人
と
し
て
国
籍
を
問
わ
ず
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
た

い
と
い
う
企
業
が
増
え
、
外
国
人
労
働
者
へ
の
ニ
ー
ズ

が
高
ま
り
活
用
職
種
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
社
会
の

活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
も
外
国
人
労
働
者
の
活
用
が

今
後
も
進
展
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

外
国
人
就
労
者
が
増
加
す
る
一
方
で
不
法
就
労
等
の
問

題
も
多
発
し
て
お
り
、
受
け
入
れ
る
企
業
に
は
適
正
な

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

エ
イ
ジ
ェ
ッ
ク
で
は
外
国
人
求
職
者
の
登
録
の
際
に
「
パ

ス
ポ
ー
ト
」、「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
基
に
以
下
の

点
を
確
認
し
就
業
職
種
・
業
種
に
適
切
な
外
国
人
ス
タ
ッ

フ
を
ご
紹
介
・
派
遣
し
て
お
り
ま
す
。

①VISA
（
在
留
資
格
）
の
有
効
期
限

②VISA

（
在
留
資
格
）
の
種
類

さ
ら
に
エ
イ
ジ
ェ
ッ
ク
国
際
人
材
事
業
部
で
は
、
多
国

籍
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
チ
ー
ム
が
言
語
能
力
の
確
認
、

適
正
診
断
を
基
に
就
労
希
望
者
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
行
い
企
業
へ
ご
紹
介
・
派
遣
し
て
お
り
ま
す
。

（
国
際
人
材
事
業
部
：
江
部
）

派
遣
先
の
法
違
反
に
対
す
る
是
正
措
置
の
強
化
　

　
改
正
派
遣
法
で
は
違
反
す
る
派
遣
先
に
対
し
て
厳
し

い
指
導
や
是
正
を
求
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
ま
す
。
不
適

正
な
派
遣
契
約
が
判
明
し
た
場
合
に
努
力
義
務
の
改
善

指
導
で
は
な
く
、
派
遣
法
違
反
と
し
て
派
遣
先
を
処
分

す
る
選
択
を
可
能
に
し
た
と
い
え
ま
す
。

　
行
政
機
関
の
派
遣
先
へ
の
定
期
指
導
も
年
々
増
え
て

い
ま
す
。
今
後
、
派
遣
先
に
対
す
る
指
導
又
は
助
言
前

置
を
廃
止
し
、
よ
り
強
い
行
政
措
置
の
発
動
が
可
能
に

な
る
こ
と
に
よ
り
、
派
遣
先
に
対
し
社
名
公
表
・
改
善

命
令
・
業
務
停
止
と
い
っ
た
措
置
が
行
わ
れ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　
派
遣
帳
票
フ
ォ
ー
ム
の
大
部
分
は
派
遣
先
・
派
遣
元

共
通
で
す
。
つ
ま
り
派
遣
元
・
派
遣
先
の
ど
ち
ら
か
の

不
備
は
も
う
一
方
の
不
備
で
も
あ
り
、
一
方
だ
け
の
指

導
で
は
済
み
ま
せ
ん
。
派
遣
先
に
は
政
令
業
務
と
自
由

化
業
務
の
明
確
な
見
極
め
、
契
約
内
容
と
業
務
実
態
の

整
合
性
の
定
期
確
認
、
不
備
の
無
い
派
遣
帳
票
類
の
作

成
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
適
正
な
業
務
運
営
と
帳
票

類
の
整
備
が
出
来
る
派
遣
会
社
の
選
択
も
重
要
で
す
。

　
㈱
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
は
、
派
遣
契
約
が

適
切
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
・
報
告
・

改
善
す
る
「
派
遣
適
正
診
断
」
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

現
行
契
約
の
確
認
、
今
後
の
契
約
書
・
帳
票
整
備
の
基

準
と
し
て
ぜ
ひ
ご
相
談
下
さ
い
。（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
本
部
：
清
水
）
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■ 就労が認められている在留資格（活動が特定される）
　
　・人文知識・国際業務、技術、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、資格・経営、法律・会計業務、医療、
　  研究、教育、企業内転勤、興行、技能

（就業できる職種が限定されます。主に当社は人文知識国際業務と技術が多い）

■ 就労が認められていない在留資格
　
　・留学、就学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在

（資格外活動許可を得ている場合は、許可させた範囲で就労ができます）
　

■ 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの
　
　・永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者

（活動に制限がないので職種を問わず就労可能です）

VISA（在留資格）の種類と対応可能業務VISA（在留資格）の種類と対応可能業務


